
「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱要領（案）」及び「届出に係る

留意事項（案）」に係る御意見について

令 和 元 年 ９ 月 2 0 日

厚生労働省医薬・生活衛生局

食 品 基 準 審 査 課

新 開 発 食 品 保 健 対 策 室

標記について、令和元年６月 27 日から同年７月 26 日まで御意見を募集したところ、

314 件の御意見をいただきました。

お寄せいただいた御意見と御意見に対する考え方を別紙のとおり取りまとめましたの

で、お知らせします。御意見につきましては、同趣旨のものは適宜要約して取りまとめ、

パブリックコメントの対象となる事項についてのみ厚生労働省としての考え方を示して

おります。

なお、結果公示案件詳細中のその他欄には、「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食

品衛生上の取扱要領（令和元年９月 19 日大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定）」及

び「ゲノム編集技術応用食品等の取扱いに関する留意事項」を掲載しております。


